
                                   

                                   

～平成２７年 ６・７月行事予定～ 

開 催 日 時 内         容 開 催 場 所 

6月14日（日）10：00～17：00 『あじさい人びと楽座in 八木邸』 八木邸（木津町内垣外105） 

6月18日（木）10：00～18：00 

   19日（金）10：00～17：00 

隠れた京都 丹後・丹波・山城のふるさと市場 東京都板橋区 ﾊｯﾋﾟｰﾛｰﾄﾞ大山商店街 

振興組合 ｲﾍﾞﾝﾄｽﾍﾟｰｽ「ﾊｯﾋﾟｰｽｸｴｱ」 

6月20日（土）10：00～17：00 

   21日（日）10：00～16：00 

第27回 江東区産業まつり 

～京のふるさと市～ 

東京都江東区文化センター 

２Ｆ展示ロビー＆展示室 

6月23日（火）13：30～15：00 食品関係営業従業者健康診断（検便） 木津川市商工会 本所 

木津川市商工会 山城支所 

6月24日（水）13：00～14：30 食品関係営業従業者健康診断（検便） 木津川市商工会 加茂支所 

7月7日（火）16：00～20：00 屋台村 木津川市商工会 駐車場 

7月16日（木）10：00～16：00 一日公庫 木津川市商工会 

平成27年度木津川市商工会青年部通常総会（4/10開催） 
平成27年度木津川市商工会女性部通常総会（4/14開催）において、全ての議案が決議され、下記の方が新役
員に就任されました。 

役員 氏名 役員 氏名 

部 長  徳山 昌伸 

常 任 委 員 

 赤穂 達郎 

副 部 長 
 福井 良  福岡 善基 

 河本 英樹  浅井 真 

会 計  大倉 俊之  宮木 浩年 

常 任 委 員 

 久世 将彦   

 西井 貴信 

監 査 委 員 

 藤原 稔記 

 小西 隆太  藤原 知昂 

 三浦 伸昭  竹松 靖司 

 平成２７年度木津川市商工会通常総代会が、５月 
２５日（月）に木津川市商工会館にて開催されました。 
議事はとどこおりなく行われ、第１号議案から第５号 
議案までの全ての議案が可決され、下記の方が新役 
員に選任されました。 

発行者        木津川市商工会                                      TEL:0774-72-3801 

                     木津川市木津南垣外83-3                          FAX:0774-72-6564 

役員 氏名 役員 氏名 役員 氏名 役員 氏名 

会 長  山本 貢 

理 事 

 小寺 規之 

理 事 

 傅寶 義男 

理 事 

 三桝 嘉嗣 

副 会 長 
 福井 康裕  坂西 陽子  中西 克也  村田 弥数則 

 森村 勝  庄司 和義  西 幸則  森岡 宣之 

理 事 

 壹岐 茂美  髙橋 良成  西岡 努  森川 博史 

 石﨑 完治  田中 清弘  羽田 雅道 ( 青年部長 )  徳山 昌伸  

 梅本 好成  玉谷 守  原田 光夫 ( 女性部長 )  金川 光子 

 大西 一仁  近原 昭  廣川 詔充 

 岡 英志  塚田 高司  福岡 貞男 
監 事 

 武田 治 

 角 裕二  圡田 裕晤  藤林 富雄  仲南 一弘 

役員 氏名 役員 氏名 

部 長  金川 光子 

常 任 委 員 

 中田 節子 

副 部 長 
 山本 晴代  福井 梨枝 

 中井 勝子  藤原 孝子 

会 計  光橋 真理  三浦 和子 

常 任 委 員 

 小西 右子  高岡 くみ子 

 阪田 幸代 
監 査 委 員 

 佐倉 恵美子 

 周榮 明美  森川 三佳 

<青年部> <女性部> （敬称略） 

（敬称略） 



木津川市商工会と京都府により、厳しい経営環境にある中小企業の方々を支援致します。 
これは、中小企業応援隊の支援策として、平成27年度に実施される取組（事業）に必要な経費の一部を補助し、 
応援するものです。 

経営 

改善型 

業務改善に繋がる工夫を凝らした事業に対して支援 

   ※別途専門家派遣も可能 
   ※平成26年度、小さな革新支援事業を実施した企業は原則対象外 

上限  

20万円以内 

起業 

支援型 
雇用を伴う創業（創業5年目までを対象）、 
第二創業に関する取組に対して支援 

上限 

20万円以内 

売上向上等の取組に関する経費、省エネルギー対策等のコストダウン対策に係る経費、事業実施会場の使用料 

（事業の事前打合せを含む）、事務所等の修繕経費、経営改善計画遂行に向けた取組に係る経費、創業・第二 

創業に係る経費 
 

実
施
例 

先ずは経営支援員に 
ご相談下さい。 

受 付 期 間 ： 
 

事業実施期間： 
 

対象事業者 ： 
 

要 件 ： 
 

補 助 率 ： 

平成２７年 6月10日～6月30日 
 

平成２７年 7月10日～10月31日 
 

京都府内に主たる事業所を有する中小企業 

（※中小企業基本法第２条に定めるもの） 
中小企業応援隊員（経営支援員）の支援を受けること 
 

2/3以内 ※希望者多数の場合は、補助金の上限額が減少する可能性があります 

                                   

応 募 受 付 期 間      平成２７年５月１日（金） ～７月１０日（金）午後５時必着（持参のみ） 
 
応    募    資    格         京都府内に事業所を置き、新規事業に取り組む、中小企業者 
                知恵の経営、元気印、経営革新の認定等企業は考慮 

提出先・問い合わせ先  木津川市商工会（本所・加茂支所・山城支所） 
       ①事業可能性調査コース〈一般

型〉 
②事業トライアルコース〈一般型〉 

趣旨 自社の強みを活かし、新商品・サービス・ビジネスモデル等（以下「商品
等」という。）の開発、新分野進出等の新規事業に取り組む中小企業者
を対象に、その推進費用の一部助成、支援機関等による伴走支援 

 

対象事業 新規事業のテストマーケティン
グ 

新規事業の需要開拓 

補助対象
期間 

交付決定日～１２月間 交付決定日～２４月間 

補助率 １／２以内 １／２以内 

支援規模 ～１００万円 

 

１００万～１，０００万円 

 

詳細につきましては、商工会までお問い合わせください。 

補助金情報 
京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業〈一般型〉 

〈設備投資型〉 

③設備投資型〈設備投資型〉 

自社独自の強みを活かし、新規
事業に取り組む中小企業者を対
象に、生産・販売・サービス提供
のための設備導入経費の一部を
助成 

新規事業の事業化段階における
設備投資 

交付決定日～２４月間 

設備補助：15%以内 

雇用補助<付随>：４０万（障害者
５０万）／正規雇用１名 

設備補助：１００万～３０００万円 

雇用補助：～５００万 

                     補助金情報 中小企業知恵の経営ステップアップ事業 
（旧小さな革新支援事業） 



 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月１０日ま 

でに国に納めなければなりません。 

 しかし、給与の支払人員が常時１０人未満である源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特 

別所得税を、次のように年２回にまとめて納めることができる特例があります。 

  

 1月から６月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税…7月１０日 
 7月から１２月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税…翌年1月２０日 
 
 この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税と、税理士、 

弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税に限られています。 

 この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要 

です。 

 商工会でも手続きしておりますので、手続きを希望される方は７／９（木）までに下記のものをご持参 

下さい。 

 

源泉所得税及び復興特別所得税の納期の特例を受けている方へ 

社会保険適用事業所の方へ 報酬月額算定基礎届７月１０日まで 

社会保険（健康保険・厚生年金保険）の保険料の改定は毎年１回行われます。改定は９月からとなっていますが、
改定のため報酬月額算定基礎届を社会保険事務所に届出ください。 

提 出 期 間 ： 
 

対 象 者 ： 
   

算 定 期 間 ：   
  

改定後の保険料： 

商工会費・労働保険料振替のお知らせ 

平成２７年第１期の商工会費・労働保険料を、お届けいただいております口座から、お引き落としさせ
て頂きます。 

大変お手数ですが、預金残高のご確認をお願い申し上げます。 

７月１０日（金）まで 

 

７月１日現在で使用している全ての被保険者 

 

４月～６月の３ヶ月間（に支給した給与が対象です） 
 

原則、９月～翌年８月までの各月に１年間適用されます 

・源泉徴収簿 

・納付書 

・給与台帳 
をご持参下さい。 

商工会費 

労働保険料 

日時 

６月２２日（月） 

７月１０日（金） 



 
    

本所（木津地区）よりお知らせ 屋台村出店案内 

開催日時 ： 
 

場 所 ： 
 

出 店 料 ： 
 

そ の 他 ： 

 
    

木津川市商工会 山城支所 

木津川市山城町上狛北的場１５ 

TEL：86-3157 FAX:86-4064 

加茂支所 

木津川市加茂町里南古田２４ 

TEL:76-2970 FAX:76-7211 

 「一日公庫」 ～in 木津川市商工会 ～  

小規模事業共済制度 
～小規模企業共済制度は、退職後のゆとりある生活を応援する安心の共済制度です。～ 

廃業時・退職時に、共済金を受け取
れます。 

受け取り方法は一括・分割・併用の
いずれかを選べます。 

掛金は毎月１，０００円～７０，０００円の 

範囲内で自由に選べ、「全額所得控除」と
なります。（５００円単位） 

 「小規模企業共済」の魅力は、掛金を払い込むときと共済金を受け取るときの両方で節税効果を

得られることです。 

払い込んだ掛金は、全額が所得控除の対象となります。掛金は月額１，０００円から７０，０００円の

範囲（５００円単位）で自由に設定でき、仮に最大の７０，０００円の場合は、年間８４０，０００円の

所得控除が受けられます。 

共済金を一括で受け取る場合には退職所得扱いに、分割で受け取る場合には公的年金等の

雑所得扱いとなり、受け取るときも退職所得控除などのメリットがあります。 

掛金を払い込むときの節税効果 

共済金を受け取るときの節税効果 

小規模企業共済のメリット 

木津川市商工会駐車場におきまして、下記の通り屋台村を開催させていただきます。 

出店ご希望の事業所様は、商工会までお電話でご連絡お願いいたします。 

７月７日（火）16：00～20：00 

木津川市商工会駐車場 

１，０００円 

今回の出店募集は会場のスペースの関係上、木津地区のみになります。 

また、出店事業者様は、開始２時間前に最低１名お越しいただき準備をお願いします。 

日 時 

 

会 場 

 

 

対 象 

 

参 加 費 

平成２７年７月１６日（木） 10:00～17:00 

 

木津川市商工会（本所） 
京都府木津川市木津南垣外83-3 

 

木津川市商工会の会員企業の方 

 

無料 
※申込み等の詳細は後日お知らせします 

： 
 

： 
 

 

： 
 

： 


